
○
総
務
省
令
第
四
十
三
号

総
務
省
設
置
法
（
平
成
十
一
年
法
律
第
九
十
一
号
）
及
び
総
務
省
組
織
令
（
平
成
十
二
年
政
令
第
二
百
四
十
六

号
）
を
実
施
す
る
た
め
、
総
務
省
組
織
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
省
令
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

平
成
三
十
年
七
月
十
三
日

総
務
大
臣

野
田

聖
子

総
務
省
組
織
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
省
令

総
務
省
組
織
規
則
（
平
成
十
三
年
総
務
省
令
第
一
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

次
の
表
に
よ
り
、
改
正
前
欄
に
掲
げ
る
規
定
の
傍
線
を
付
し
た
部
分
を
こ
れ
に
順
次
対
応
す
る
改
正
後
欄
に
掲
げ

る
規
定
の
傍
線
を
付
し
た
部
分
の
よ
う
に
改
め
、
改
正
前
欄
及
び
改
正
後
欄
に
対
応
し
て
掲
げ
る
そ
の
標
記
部
分
に
二

重
傍
線
を
付
し
た
規
定
（
以
下
「
対
象
規
定
」
と
い
う
。
）
は
、
そ
の
標
記
部
分
が
同
一
の
も
の
は
当
該
対
象
規
定
を

改
正
後
欄
に
掲
げ
る
も
の
の
よ
う
に
改
め
、
そ
の
標
記
部
分
が
異
な
る
も
の
は
改
正
前
欄
に
掲
げ
る
対
象
規
定
を
改
正

後
欄
に
掲
げ
る
対
象
規
定
と
し
て
移
動
し
、
改
正
前
欄
に
掲
げ
る
対
象
規
定
で
改
正
後
欄
に
こ
れ
に
対
応
す
る
も
の
を

掲
げ
て
い
な
い
も
の
は
、
こ
れ
を
削
り
、
改
正
後
欄
に
掲
げ
る
対
象
規
定
で
改
正
前
欄
に
こ
れ
に
対
応
す
る
も
の
を
掲

げ
て
い
な
い
も
の
は
、
こ
れ
を
加
え
る
。



改

正

後

改

正

前

（
企
画
官
、
調
査
官
及
び
電
子
政
府
特
別
研
究
官
）

（
企
画
官
及
び
調
査
官
）

第
十
七
条

行
政
管
理
局
に
、
企
画
官
四
人
、
調
査
官
一
人
及
び
電
子
政
府
特
別
研
究
官
一
人
を
置
く
。

第
十
七
条

行
政
管
理
局
に
、
企
画
官
四
人
及
び
調
査
官
二
人
を
置
く
。

［
２
・
３

略
］

［
２
・
３

同
上
］

４

電
子
政
府
特
別
研
究
官
は
、
命
を
受
け
て
、
行
政
機
関
が
共
用
す
る
情
報
シ
ス
テ
ム
の
整
備
及
び
管
理
に
つ

［
新
設
］

い
て
、
極
め
て
高
度
の
専
門
的
な
知
識
経
験
に
基
づ
く
研
究
を
行
う
こ
と
に
よ
り
、
行
政
機
関
が
共
用
す
る
情

報
シ
ス
テ
ム
の
整
備
及
び
管
理
に
関
す
る
重
要
な
政
策
の
企
画
及
び
立
案
の
支
援
を
行
う
。

（
企
画
官
及
び
国
際
広
報
官
）

第
三
十
六
条

削
除

第
三
十
六
条

国
際
政
策
課
に
、
企
画
官
及
び
国
際
広
報
官
そ
れ
ぞ
れ
一
人
を
置
く
。

２

企
画
官
は
、
命
を
受
け
て
、
国
際
政
策
課
の
所
掌
事
務
に
関
す
る
重
要
事
項
に
つ
い
て
の
企
画
及
び
立
案
を

行
う
。

３

国
際
広
報
官
は
、
命
を
受
け
て
、
国
際
政
策
課
の
所
掌
事
務
に
関
す
る
海
外
に
対
す
る
広
報
に
関
す
る
事
務

の
総
括
を
行
う
。

（
研
究
推
進
室
並
び
に
企
画
官
、
技
術
企
画
調
整
官
及
び
イ
ノ
ベ
ー
シ
ョ
ン
推
進
官
）

（
研
究
推
進
室
並
び
に
企
画
官
、
国
際
共
同
研
究
企
画
官
、
技
術
企
画
調
整
官
及
び
イ
ノ
ベ
ー
シ
ョ
ン
推
進

官
）

第
三
十
七
条

技
術
政
策
課
に
、
研
究
推
進
室
並
び
に
企
画
官
、
技
術
企
画
調
整
官
及
び
イ
ノ
ベ
ー
シ
ョ
ン
推
進

第
三
十
七
条

技
術
政
策
課
に
、
研
究
推
進
室
並
び
に
企
画
官
、
国
際
共
同
研
究
企
画
官
、
技
術
企
画
調
整
官
及

官
そ
れ
ぞ
れ
一
人
を
置
く
。

び
イ
ノ
ベ
ー
シ
ョ
ン
推
進
官
そ
れ
ぞ
れ
一
人
を
置
く
。

［
２
～
４

略]

［
２
～
４

同
上]

［
削
る]

５

国
際
共
同
研
究
企
画
官
は
、
命
を
受
け
て
、
情
報
の
電
磁
的
流
通
の
規
律
及
び
振
興
に
関
す
る
総
合
的
な
政

策
の
う
ち
技
術
に
関
す
る
国
際
共
同
研
究
に
つ
い
て
の
企
画
及
び
立
案
並
び
に
調
整
を
行
う
。

［
５
・
６

略
］

［
６
・
７

同
上
］

（
企
画
官
及
び
国
際
広
報
官
）

第
四
十
条

国
際
政
策
課
に
、
企
画
官
及
び
国
際
広
報
官
そ
れ
ぞ
れ
一
人
を
置
く
。

第
四
十
条

削
除

２

企
画
官
は
、
命
を
受
け
て
、
国
際
政
策
課
の
所
掌
事
務
に
関
す
る
重
要
事
項
に
つ
い
て
の
企
画
及
び
立
案
を

行
う
。

３

国
際
広
報
官
は
、
命
を
受
け
て
、
国
際
政
策
課
の
所
掌
事
務
に
関
す
る
海
外
に
対
す
る
広
報
に
関
す
る
事
務

の
総
括
を
行
う
。

（
国
際
戦
略
企
画
官
）

第
四
十
三
条

削
除

第
四
十
三
条

国
際
戦
略
局
に
、
国
際
戦
略
企
画
官
一
人
を
置
く
。

２

国
際
戦
略
企
画
官
は
、
命
を
受
け
て
、
参
事
官
の
つ
か
さ
ど
る
職
務
の
う
ち
電
気
通
信
業
及
び
放
送
業
（
有

線
放
送
業
を
含
む
。
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
発
達
、
改
善
及
び
調
整
に
関
す
る
こ
と
（
電
気
通
信

業
及
び
放
送
業
の
国
際
競
争
力
の
強
化
に
関
す
る
も
の
に
限
る
。
）
に
関
す
る
重
要
事
項
に
つ
い
て
の
企
画
及



び
立
案
並
び
に
調
整
に
関
す
る
も
の
を
助
け
る
。

（
情
報
通
信
経
済
室
及
び
調
査
官
）

（
情
報
通
信
経
済
室
及
び
調
査
官
）

第
四
十
四
条
の
二

情
報
通
信
政
策
課
に
、
情
報
通
信
経
済
室
及
び
調
査
官
一
人
を
置
く
。

第
四
十
四
条
の
二

情
報
通
信
政
策
課
に
、
情
報
通
信
経
済
室
及
び
調
査
官
一
人
を
置
く
。

２

情
報
通
信
経
済
室
は
、
次
に
掲
げ
る
事
務
を
つ
か
さ
ど
る
。

２

情
報
通
信
経
済
室
は
、
次
に
掲
げ
る
事
務
を
つ
か
さ
ど
る
。

［
一
・
二

略
］

［
一
・
二

同
上
］

三

国
際
戦
略
局
、
情
報
流
通
行
政
局
及
び
総
合
通
信
基
盤
局
並
び
に
サ
イ
バ
ー
セ
キ
ュ
リ
テ
ィ
統
括
官
の
所

三

国
際
戦
略
局
、
情
報
流
通
行
政
局
及
び
総
合
通
信
基
盤
局
の
所
掌
事
務
に
関
す
る
重
要
事
項
に
関
す
る
統

掌
事
務
に
関
す
る
重
要
事
項
に
関
す
る
統
計
に
関
す
る
こ
と
。

計
に
関
す
る
こ
と
。

［
３
・
４

略
］

［
３
・
４

同
上
］

（
情
報
通
信
経
済
室
及
び
調
査
官
）

（
情
報
通
信
経
済
室
及
び
調
査
官
）

第
五
十
二
条

情
報
流
通
行
政
局
に
、
情
報
通
信
戦
略
企
画
官
一
人
を
置
く
。

第
五
十
二
条

情
報
流
通
行
政
局
に
、
情
報
通
信
戦
略
企
画
官
一
人
を
置
く
。

２

情
報
通
信
戦
略
企
画
官
は
、
命
を
受
け
て
、
参
事
官
の
つ
か
さ
ど
る
職
務
の
う
ち
情
報
の
電
磁
的
流
通
の
規

２

情
報
通
信
戦
略
企
画
官
は
、
命
を
受
け
て
、
参
事
官
の
つ
か
さ
ど
る
職
務
の
う
ち
情
報
の
電
磁
的
流
通
の
規

律
及
び
振
興
に
関
す
る
総
合
的
な
政
策
（
技
術
に
関
す
る
も
の
を
除
く
。
）
に
関
す
る
重
要
事
項
に
つ
い
て
の

律
及
び
振
興
に
関
す
る
総
合
的
な
政
策
（
技
術
に
関
す
る
も
の
を
除
く
。
）
に
関
す
る
重
要
事
項
に
つ
い
て
の

企
画
及
び
立
案
並
び
に
推
進
に
関
す
る
も
の
を
助
け
る
。
）

企
画
及
び
立
案
並
び
に
調
整
に
関
す
る
も
の
を
助
け
る
。
）

備
考

表
中
の
［

］
の
記
載
及
び
対
象
規
定
の
二
重
傍
線
を
付
し
た
標
記
部
分
を
除
く
全
体
に
付
し
た
傍
線
は
注
記
で
あ
る
。



附

則

こ
の
省
令
は
、
平
成

年

月

日
か
ら
施
行
す
る
。


